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屋外防災無線の内容は電話でもご確認いただけます ☎︎35-6000

問
合
先
高
年
介
護
課

☎
35-

３
１
７
８

高
額
介
護（
予
防
）サ
ー
ビ
ス

費
の
基
準
が
変
わ
り
ま
す

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合

に
お
支
払
い
い
た
だ
く
利
用
者
負
担

に
は
、本
人
お
よ
び
同
一
世
帯
の
前
年

の
所
得
を
基
に
月
々
の
負
担
の
上
限

が
設
定
さ
れ
て
お
り
、負
担
の
上
限
を

超
え
た
と
き
は
、超
え
た
分
が
払
い
戻

さ
れ
ま
す（
対
象
と
な
る
方
へ
は
、申

請
案
内
を
行
って
い
ま
す
）。

　

平
成
27
年
８
月
よ
り
、特
に
所
得
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
お
知
ら
せ

高
い
現
役
並
み
所
得
相
当
の
方
が
い

る
世
帯
の
方
の
負
担
の
上
限
が
新
た

に
設
け
ら
れ
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
の
は
同
一
世
帯
内
に

課
税
所
得
１
４
５
万
円
以
上
の
65
歳

以
上
の
方
が
い
る
場
合
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、次
の
場
合
は
市
へ
あ
ら
か

じ
め
申
請
す
る
こ
と
で
３
７,
２
０
０

円
に
な
り
ま
す
。

●
同
一
世
帯
内
に
65
歳
以
上
の
方

が
１
人
で
、
そ
の
方
の
収
入
が

3
8
3
万
円
未
満
の
場
合

●
同
一
世
帯
内
に
65
歳
以
上
の
方
が

2
人
以
上
で
、そ
れ
ら
の
方
の
収
入

の
合
計
額
が
5
2
0
万
円
未
満
の

場
合

※「
収
入
」と
は
、年
金
の
場
合
に
は

源
泉
徴
収
額
や
介
護
保
険
料
を
差

し
引
く
前
の
額
を
い
い
、自
営
業
の

場
合
は
売
上
金
額
を
い
い
ま
す
。

　
「
課
税
所
得
金
額
」と
は
、収
入
か

ら
公
的
年
金
等
控
除
、給
与
所
得

控
除
、必
要
経
費
等
の
地
方
税
法

上
の
控
除
金
額
を
差
し
引
い
た
額

を
い
い
ま
す
。

施
設
入
所
な
ど
の
食
費
・
居
住

費
の
負
担
軽
減
の
基
準
が
変

わ
り
ま
す

　

介
護
保
険
３
施
設（
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
、老
人
保
健
施
設
、介
護
療

養
型
医
療
施
設
）や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

を
利
用
す
る
場
合
に
、低
所
得
の
方
に

つ
い
て
は
、食
費
・
居
住
費
の
負
担
軽

減
が
申
請
に
よ
り
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

通
常
か
か
る
費
用
は
、表
２
と
な
り

ま
す
が
、平
成
27
年
８
月
１
日
よ
り

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
多
床
室（
相

部
屋
）の
部
屋
代
が
、１
日
当
た
り

３
７
０
円
か
ら
８
４
０
円
に
変
更
と
な

り
ま
す
。

　

な
お
、低
所
得
者
の
方
で
負
担
軽

減
が
適
用
さ
れ
る
と
、表
２
の
費
用
額

が
表
３
の
金
額
で
利
用
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、こ
れ
ま
で
は
、本
人
お
よ
び
同

一
世
帯
の
方
の
前
年
の
所
得
に
よ
っ
て

判
断
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、平
成
27

年
８
月
１
日
よ
り
次
の
基
準
が
追
加

さ
れ
ま
す
。

①
世
帯
を
別
に
し
て
い
る
場
合
の
配

偶
者
に
つ
い
て
も
、市
民
税
が
課
税

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、

課
税
さ
れ
て
い
る
場
合
は
負
担
軽

減
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

②
預
貯
金
等
の
金
額
を
確
認
し
、次
の

基
準
額
を
超
え
る
場
合
に
は
負
担

軽
減
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　
配
偶
者
が
い
る
場
合
：

　
　
合
計
2,
0
0
0
万
円

　
配
偶
者
が
い
な
い
場
合
：

　
　
1,
0
0
0
万
円

表１ 高年介護（予防）サービス費の利用者負担の上限

表2  通常かかる平均的な費用（日額）

表3  8月1日以降の利用者負担段階と負担限度額（日額）

表2および表3について
①は特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合
②は老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合

※「個人の負担上限額」は、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額です。
　「世帯の負担上限額」は、介護サービスを利用される方が世帯に複数いる場合の上限額です。

結婚相談所会員専用ポータルサイトに登録し、新たな出会いを探しませんか
　結婚相談所会員専用ポータルサイトとは、お相手探しのた
めの専用のホームページです。
　飛驒地域３市１村の共同運営により情報が共有されている
ため、登録者の数も多く、出会いの機会が大きく広がります。
　会員登録後は、他の会員のプロフィールを見ることができま
す（個人情報保護のため、個人が特定されない情報のみ閲

覧可能）。気になる方を見つけたら、各相談所でさらに詳し
い情報を確認し、信頼できる相談員と相談しながら出会い
を進めます。

●詳しくは会員専用ポータルサイトで！
　リチェネット結婚サポートセンター
　http://gero.ricercato.net/   ☎・FAX 0576‒52‒2022

生活保護を
受給してい
る方

世帯全員が市民税非課税
世帯内のど
なたかが市
民税を課税
されている
方

左記のうち、
現役並み所
得者に相当
する方がい
る世帯の方

老齢福祉年
金を受給し
ている方

課税年金収
入額と合計
所得額の合
計が80万円
以下の方

左記以外の
方

個人の負担
上限額

15,000円
15,000円 24,600円

37,200円 44,400円
世帯の負担
上限額 24,600円

利用者
負担段階 対　象　者

居　住　費
食　費ユニット型

個室
ユニット型
準個室

従来型
個室 多床室

第1段階
市民税非課税世帯で老
齢福祉年金受給の方
生活保護受給の方

820円 490円
①320円
②490円

0円 300円

第2段階
市民税非課税世帯で、
合計所得金額と公的年
金収入額の合計が年間
80万円以下の方

820円 490円
①420円
②490円

370円 390円

第3段階 市民税非課税世帯で、
上記第2段階以外の方 1,310円 1,310円

①820円
②1,310円

370円 650円

第4段階 上記以外の方 負担限度額なし

全額自己負担した
場合の平均的な費
用の額（基準費用
額）

居　住　費
食　費ユニット型

個室
ユニット型準
個室 従来型個室 多床室

1,970円 1,640円
①1,150円
②1,640円

①840円
②370円

1,380円

新設

平均的な部屋代、食費となるため、施設との契約によって異なります。


